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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

本号で公布された条例のあらまし

◇職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（京都府条例第42号）（職員総務課）

１　改正の理由
　　令和６年10月22日付けで職員の給与等に関する人事委員会の報告・勧告がなされたこと等を踏まえ、職員の

給与等について所要の改定を行うものである。
２　改正の内容
　⑴　給料表（第１条（別表第１～別表第６）関係）
　　　各給料表の給料月額を引き上げることとした。
　⑵　手当
　　ア　初任給調整手当（第１条（第19条の２）関係）
　　　　医療職給料表⑴の適用を受ける職員に対する支給月額の限度額を416,600円に、医療職給料表⑴以外の

給料表の適用を受ける職員のうち医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職に在職する職員に対す
る支給月額の限度額を51,600円に、それぞれ引き上げることとした。

　　イ　期末手当（第１条（第20条）関係）
　　　ア　支給割合を100分の125（特定管理職員にあっては100分の105、指定職給料表の適用を受ける職員に

あっては100分の66.25）に引き上げることとした。
　　　イ　定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の70（特定管理職員にあっては、100分の60）に引き

上げることとした。
　　ウ　勤勉手当（第１条（第21条）関係）
　　　ア　支給割合を100分の105（特定管理職員にあっては100分の125、指定職給料表の適用を受ける職員に

あっては100分の106.25）に引き上げることとした。
　　　イ　定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の51.25（特定管理職員にあっては、100分の61.25）

条　　　　　例

○職員の給与等に関する条例等の一部を改
正する条例　 （職員総務課）    2

規　　　　　則

○技能労務職員の給与等に関する規則及び
会計年度任用職員の給与及び勤務条件に
関する規則の一部を改正する規則　 （　　〃　　）   25

教 育 委 員 会

○技能労務職員の給与等に関する規則及び会計年度
任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部
を改正する規則　   29

人 事 委 員 会

○職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改
正する規則　   32

○職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正
する規則　   〃

○職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する
規則　   36
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ここに公布する。

　　令和６年12月26日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

　条　　　　例　

　職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を

 に引き上げることとした。
　⑶　任期付研究員及び任期付職員の給料等
　　ア　給料表（第２条（別表第１～別表第３）関係）
　　　　給料表の給料月額を引き上げることとした。
　　イ　期末手当（第２条（第７条）関係）
　　　　支給割合を100分の172.5に引き上げることとした。
　⑷　知事等の期末手当（第３条（第５条）関係）
　　　支給割合を100分の172.5に引き上げることとした。
　⑸　府議会議員の期末手当（第４条（第４条）関係）
　　　支給割合を100分の170に引き上げることとした。
３　施行期日等
　⑴　施行期日
　　　令和６年12月26日
　⑵　適用期日
　　　２の⑴、⑵のア及び⑶のアについては令和６年４月１日、２の⑵のイ及びウ、⑶のイ、⑷並びに⑸につい

ては令和６年６月１日

京都府条例第42号

職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与等に関する条例の一部改正）
第１条　職員の給与等に関する条例（昭和31年京都府条例第28号）の一部を次のように改正する。
　　第19条の２第１項第１号中「415,600円」を「416,600円」に改め、同項第２号中「51,100円」を「51,600円」に改める。
　　第20条第２項中「100分の122.5」を「100分の125」に、「100分の102.5」を「100分の105」に、「100分の65」を「100

分の66.25」に改め、同条第３項中「100分の122.5」を「100分の125」に、「100分の68.75」を「100分の70」に、「100
分の102.5」を「100分の105」に、「100分の58.75」を「100分の60」に改める。

　　第21条第２項第１号ア中「100分の102.5」を「100分の105」に、「100分の122.5」を「100分の125」に改め、同号イ中「100
分の105」を「100分の106.25」に改め、同項第２号中「100分の50」を「100分の51.25」に、「100分の60」を「100分
の61.25」に改める。

　　別表第１及び別表第２を次のように改める。

　別表第１（第４条関係）
　行　政　職　給　料　表
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備考　この表は、他の給料表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
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　別表第２（第４条関係）
　公　安　職　給　料　表
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備考　この表は、警察に勤務する職員のうちで警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の階級にある警察官に適用する。

　　別表第３イ及びウを次のように改める。

　　イ　教育職給料表⑵
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備考　１ 　この表は、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、
栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手、寄宿舎指導員その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適
用する。

　　　２ 　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額
は、この表の額に7,700円（人事委員会規則で定める職員にあつては、この表の３級の給料月額とこれに対応する
特２級の給料月額に100分の104を乗じて得た額との差額を基準として人事委員会規則で定める額）をそれぞれ加算
した額とする。

　　ウ　教育職給料表⑶
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備考　１ 　この表は、中学校、小学校、義務教育学校及びこれらに準じるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、
副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定める
ものに適用する。

　　　２ 　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額
は、この表の額に7,500円（人事委員会規則で定める職員にあつては、この表の３級の給料月額とこれに対応する
特２級の給料月額に100分の104を乗じて得た額との差額を基準として人事委員会規則で定める額）をそれぞれ加算
した額とする。

　　別表第４から別表第６までを次のように改める。
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　別表第４（第４条関係）
　　医　療　職　給　料　表

　　ア　医療職給料表⑴
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備考　この表は、病院、保健所その他人事委員会規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師である職員に適用する。
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　　イ　医療職給料表⑵
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備考 　この表は、病院、保健所その他人事委員会規則で定めるものに勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師その他の職
員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

　　ウ　医療職給料表⑶
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備考　この表は、病院に勤務する看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

　別表第５（第４条関係）
　研　究　職　給　料　表
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備考　この表は、試験場、研究所等で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

　別表第６（第４条関係）
　　　　　　　　　　指　定　職　給　料　表
　　

備考　この表は、人事委員会規則で定める職員に適用する。
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（一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）
第２条　一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例（平成14年京都府条例第45号）の一部を次のよう

に改正する。
　　第７条第３項から第５項までの規定中「100分の122.5」を「100分の125」に、「100分の170」を「100分の172.5」

に改める。
　　別表第１から別表第３までを次のように改める。

　別表第１（第５条関係）
　　　　　　　　　第１号任期付研究員給料表
　　

　別表第２（第５条関係）
　　　　　　　　　第２号任期付研究員給料表
　　

　別表第３（第５条関係）
　　　　　　　　　　特定任期付職員給料表
　　

（京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の一部改正）
第３条　京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例（昭和22年京都府条例第16号）の一部を次のように改正する。
　　第５条第２項中「100分の170」を「100分の172.5」に改める。
（京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正）
第４条　京都府議会議員の議員報酬等に関する条例（昭和25年京都府条例第54号）の一部を次のように改正する。
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　　第４条第２項中「100分の167.5」を「100分の170」に改める。

　　　附　則

（施行期日等）
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　第１条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）第19条の２第１項、

別表第１、別表第２、別表第３イ及びウ並びに別表第４から別表第６までの規定、第２条の規定による改正後の一般
職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例（以下「改正後の任期付条例」という。）別表第１から別表
第３までの規定並びに次項の規定は令和６年４月１日から、改正後の給与条例第20条第２項及び第３項並びに第21条
第２項の規定、改正後の任期付条例第７条第３項から第５項までの規定、第３条の規定による改正後の京都府知事及
び副知事の給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の知事等の給与条例」という。）第５条第２項の規定並びに第
４条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例（以下「改正後の議員報酬等条例」という。）
第４条第２項の規定は同年６月１日から適用する。

（給与等の内払）
３　改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用す

る場合においては、第１条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第２
条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給
与及び第３条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された
給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等
の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第４条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の
規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

（人事委員会規則への委任）
４　前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

　規　　　　則　

　技能労務職員の給与等に関する規則及び会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。

　　令和６年12月26日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第50号

技能労務職員の給与等に関する規則及び会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部を改正する規
則

（技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正）
第１条　技能労務職員の給与等に関する規則（平成19年京都府規則第19号）の一部を次のように改正する。
　　別表第１を次のように改める。
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　別表第１（第３条関係）
　技　能　労　務　職　給　料　表
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（会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正）
第２条　会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則（令和２年京都府規則第21号）の一部を次のように改正する。
　　附則第２項中「（令和５年京都府条例第30号）」を「（令和６年京都府条例第42号）」に、「令和５年４月１日」を「令

和６年４月１日」に改める。

　　　附　則

（施行期日等）
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　第１条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則（以下「改正後の技能労務職員規則」という。）

の規定及び次項の規定は、令和６年４月１日から適用する。
（給与の内払）
３　改正後の技能労務職員規則及び第２条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則

（以下「改正後の会計年度任用職員規則」という。）の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前
の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与（技能労務職員の給与等に関する規則の一部
を改正する規則（平成26年京都府規則第22号）附則第５項から第７項までの規定による給与を含む。）及び第２条の
規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞ
れ改正後の技能労務職員規則の規定に基づく給与及び改正後の会計年度任用職員規則の規定に基づく給与の内払とみ
なす。
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教　育　委　員　会

　技能労務職員の給与等に関する規則及び会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。

　　令和６年12月26日
京都府教育委員会　　　　　　　

教育長　前　川　　明　範　　

京都府教育委員会規則第５号

技能労務職員の給与等に関する規則及び会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部を改正する規
則

（技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正）
第１条　技能労務職員の給与等に関する規則（平成19年京都府教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。
　　別表第１を次のように改める。

　別表第１（第３条関係）
　技　能　労　務　職　給　料　表
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人　事　委　員　会

　職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正す
る規則をここに公布する。

　　令和６年12月26日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子

京都府人事委員会規則106―831

職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改
正する規則

　職員の給与、勤務時間等に関する規則（京都府人事委
員会規則６―２）の一部を次のように改正する。
　第60条第８項第１号ア中「100分の205」を「100分の
210」に、「100分の245」を「100分の250」に改め、同号
イ中「100分の210」を「100分の212.5」に改め、同項第
２号中「100分の100」を「100分の102.5」に、「100分の
120」を「100分の122.5」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改
正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の規定は、
令和６年６月１日から適用する。

（会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正）
第２条　会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則（令和２年京都府教育委員会規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。
　　附則第２項中「（令和５年京都府条例第30号）」を「（令和６年京都府条例第42号）」に、「令和５年４月１日」を「令

和６年４月１日」に改める。

　　　附　則

（施行期日等）
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　第１条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則（以下「改正後の技能労務職員規則」という。）

の規定及び次項の規定は、令和６年４月１日から適用する。
（給与の内払）
３　改正後の技能労務職員規則及び第２条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則

（以下「改正後の会計年度任用職員規則」という。）の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前
の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与（技能労務職員の給与等に関する規則の一部
を改正する規則（平成26年京都府教育委員会規則第７号）附則第５項から第７項までの規定による給与を含む。）及
び第２条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与
は、それぞれ改正後の技能労務職員規則の規定に基づく給与及び改正後の会計年度任用職員規則の規定に基づく給与
の内払とみなす。

　職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和６年12月26日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子

京都府人事委員会規則106―832

職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則

　職員の初任給調整手当に関する規則（京都府人事委員会規則６―18）の一部を次のように改正する。
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　別表第１のその１を次のように改める。

　その１
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　別表第２のその１を次のように改める。

　その１
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　　　附　則

（施行期日等）
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の給与、勤

務時間等に関する規則等の一部を改正する規則（京都府人事委員会規則106―688）附則別表の規定は、令和６年４月
１日から適用する。

（人事委員会規則106―688の一部改正）
３　職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則（京都府人事委員会規則106―688）の一部を次のよ

うに改正する。
　　附則別表を次のように改める。

　附則別表
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　職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則
をここに公布する。

　　令和６年12月26日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子

京都府人事委員会規則106―833

職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する
規則

　職員の管理職手当に関する規則（京都府人事委員会規
則６―54）の一部を次のように改正する。
　別表第２行政職給料表の項中「118,600円」を「119,900
円」に改め、同表公安職給料表の項中「120,600円」を
「121,900円」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改
正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、令和６
年４月１日から適用する。
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